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宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）における 
スマートロックシステム導入、電気設備整備等業務委託 仕様書 

 
本仕様書は、京都市（以下「甲」という。）が委託する業務の実施に必要な事項を定め

るものである。 

 

第１章 基本情報 

１ 名称 

   宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）におけるスマートロックシス

テム導入、電気設備整備等業務委託（以下「本業務」という。） 

 ２ 背景 

   京都市左京区に位置する宝が池公園運動施設（以下「本公園」という。）は、昭和

63 年の京都国体開催を機に運動公園として整備された。ラグビー、サッカーなど様々

な競技の大会・公式戦から身近なスポーツ活動の場として、子どもから学生・大人ま

で幅広い層の方々に親しまれている本市北部エリアの貴重なスポーツ拠点である。 

また、スケートボードをはじめとするアーバンスポーツについては、東京 2020 オ

リンピックの開催を受けて愛好者が増加している一方で、練習場所の確保が課題とな

っている。その対応として、令和３年度から本公園ほか２箇所においてスケートの練

習場所を試行設置しているが、市内在住の篤志者からの御寄附により、本公園内の遊

休地にアーバンスポーツパーク（仮称）（以下「本パーク」という。）を整備できるこ

ととなった。 
しかし、本市の危機的な財政状況の下で施設を新設するに当たっては、イニシャル

コスト及びランニングコストを可能な限り抑制する必要があるため、効果的かつ効率

的に管理運営できる仕組みの導入が求められている。 

３ 履行期間 

   契約の日から同７年３月 15日まで 

４ 履行場所 

⑴ 名称 
ア メインパーク（約 1,830 ㎡（CAD 計測による）） 

イ ミニパーク（約 940 ㎡（CAD 計測による）） 

ウ 周辺園路 

⑵ 所在地 

    京都市左京区松ケ崎東池ノ内町２ほか 
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第２章 業務内容 

１ 概要 

本業務は、令和４年度に実施した再整備計画策定業務及び電気設備再整備業務を踏

まえ、本パークの利便性向上や事務負担軽減を図るに当たって最適な仕組みを導入し、

及び電気設備を整備するものである。 

   本業務における具体的な整備範囲は参考図面を確認する（参加表明した者に対して

のみデータを送付する。）こととし、「第３章３ 制約条件」に記載されている関連工

事（とりわけ「宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）整備工事」（令

和６年５月 23 日開札）及び「宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）

照明配線、カメラ設置等電気設備工事」（未入札）の各受注者と調整し、効率的な整

備計画を立案することが重要となる。 

２ スマートロックシステム 

・IoT を用いて本パークの出入口扉を解錠でき、また、インターネット上で予約管理

を行えるスマートロックシステムを導入する。 

・入退管理制御機器格納盤（本業務で製作。以下「筐体」という。）に読取機（以下「本

体機器」という。）を設置し、及び本体機器によって解錠できる電気錠を門扉（別工

事で施工）に設置する。 

・配線を整備し、同システムが正常に稼働する状態にする。 

・本業務と並行して検討する本パークの運用計画（参加表明した者に対してのみ案の

データを送付する。ただし、料金、項目等を含む運用計画を大幅に変更する可能性

があるため、柔軟に対応できる仕様であること。）を踏まえ、同システムを最適化す

る（本市側において設定しなければならない内容がある場合は、対面、WEB 会議、

E-Mail、電話等により指示し、及び支援すること。）。 

  ⑴ 機能要件 

   ア システム 

    (ｱ) 利用者登録を行うことで、インターネット上での予約、管理、決済等が可能

であること。また、スマートフォン等を持たない利用者のため、施設管理者が

代理で予約し、利用料金を別途徴収できること。 

    (ｲ) 予約管理と連動して、本パークを利用するための鍵（例えば二次元コード）

の発行が可能であること。 

    (ｳ) 本体機器で読み取り、解錠した履歴（いつ、どこで、誰が利用したか）が記

録され、施設管理者が確認できること。 

    (ｴ) あらかじめ決められたメンテナンス、不測の障害等を除き、24 時間 365 日

利用可能であること。 

      なお、システムを一時的に停止する際は、あらかじめその旨を利用者に周知

できること。 

    (ｵ) セキュリティに関するアップデートが適切に実施されること。 
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    (ｶ) システムの基本的なイメージは、参考「システム全体像」のとおりとする。 

      なお、システムの運用保守については、本公園の指定管理者と別途協議する

ものとする（本業務には含まない。）。 

   イ 本体機器 

    (ｱ) インターネット回線、セルラー通信等での接続が行える通信機能を有するこ

と。 

    (ｲ) システムから発行された鍵の読取りが可能であること。 

    (ｳ) IPX3 以上の防水性能を有すること。 

    (ｴ) AC100V（１口／１か所）の電源で対応可能であること。 

   ウ 電気錠 

    (ｱ) 本体機器で読み取った鍵と連動し、門扉を解錠できること。 

    (ｲ) IPX3 以上の防水性能を有すること。 

  ⑵ 設置要件 

ア メインパーク及びミニパークの出入口付近に、筐体、本体機器及び電気錠を各

１つ設置すること。 

イ 本体機器は、筐体（本業務で製作）に設置すること。また、電気錠は、門扉（別

工事で施工）に設置することとする。 

ウ 降雨、日照等の自然条件に関するテストや検証を行い、浸水、紫外線等への対

策を講じること。 

エ 不特定多数の利用者が頻繁に出入りする公共施設の特性を考慮し、盗難や自然

剥落の危険性を回避した仕様とすること。 

  ⑶ 初期設定等 

   ア 本市及び指定管理者と綿密に協議し、料金体系、予約区分等の初期設定を行い、

又は支援すること。 

イ マニュアルを策定し、本市及び指定管理者に対して研修を実施すること。 

３ 照明設備 

  ⑴ 日没以後の利用を見据え、必要な照度が確保できる照明設備を調達すること。 

    数量は、照明柱１本につき２台とする（計 22 台。内訳は、メインパークが 14 台、

ミニパークが８台）。 

  ⑵ 周辺施設、住宅等への光害に十分に配慮したうえで、利用に支障を来さない照明

設備、角度等を検討し、照明柱（別工事で施工）に設置すること。また、照明設備

（本業務で設置）及び監視カメラ（別工事で施工）のための保護管を照明柱内に設

置すること。ただし、配線は別工事で施工する。 

４ 共通仕様 

筐体（入退管理制御機器格納盤）及び照明設備の色彩及びマンセル値については、

灰色（10YR3/0.5）とする。 
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５ 共通事項 

⑴ 業務計画書の作成 
    業務方針、作業方法、作業工程等をまとめた業務計画書案を作成し、あらかじめ

甲の承諾を得ること。 
⑵ 甲への報告及び説明 

    甲の求めに応じて、各業務の検討状況及び進捗状況を書面により説明し、及び報

告すること。 
    また、各業務の意図及び内容については甲に総合的な説明を行い、必要な事項等

については甲の方針をあらかじめ確認すること。 
 
第３章 業務の実施 

１ 業務の着手 

   受託者（以下「乙」という。）は、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければな

らない。ここでいう「着手」とは、乙が業務の実施のために、甲との打合せを開始す

ることをいう。 

２ 業務条件 

   乙は、次の事項を遵守すること。 
  ⑴ 管理責任者及び担当技術者の経歴、業務実績等を甲に提出し、承諾を得るものと

する。また、業務履行期間中において、その者が管理責任者として著しく不適当と

甲がみなした場合は、乙は速やかに適正な措置を講じるものとする。 
  ⑵ 業務を適正かつ円滑に実施するため、甲とは常に密接な連絡を取り、業務の方針、

条件等の疑義を正すものとする。 

  ⑶ 甲、関係機関等との協議に係る事項については協議録を作成し、速やかに甲に提

出するものとする。 

  ⑷ 業務の実施日時及び業務の遂行に当たっては、本公園の指定管理者と打合せのう

え、他施設の供用に係る影響が最小限になるよう配慮すること。 

  ⑸ 破損や汚損、事故や災害がないよう十分に留意しながら慎重に業務を遂行するこ

と。これらが発生した場合は、甲に直ちに報告するとともに、乙の責任において修

繕し、弁償し、又は賠償すること。 
⑹ 乙は、関係法令等を遵守し、業務を適正に遂行すること。また、第三者、本公園

利用者、甲及び指定管理者、乙の作業員等の安全を確保するため、保安要員の配置

等の必要な措置を講じること。 

⑺ 通路、園路等に設置した養生、資材等を速やかに撤去し、及び回収すること。ま

た、履行場所を清掃し、残材を放置しないこと。 

⑻ 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

３ 制約条件 

  ⑴ 本パークでは、本業務と並行し、又は本業務後に以下の工事又は業務委託を予定
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している。乙は、各工事又は業務委託の受注者と工程等について綿密に調整を図り、

十分に協力して円滑に業務を遂行すること。 

   ア 宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）整備工事 

   イ 宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）におけるスケートセクシ

ョン等検討及び製作設置業務委託 

   ウ 宝が池公園運動施設アーバンスポーツパーク（仮称）照明配線、カメラ設置等

電気設備工事（令和７年１月中旬から現場着手を予定） 

    なお、ウが令和７年１月中旬に着手されることを踏まえ、本業務についてはそれ

までに完了すること。 

  ⑵ 本公園球技場では、本業務と並行して以下の工事又は業務委託を予定している。

乙は、各工事又は業務委託の受注者と工事車両動線、工事ヤード等について綿密に

調整を図り、十分に協力して円滑に業務を遂行すること。 

   ア メインスタンド諸室等改修工事 

   イ スコアボード改修工事 

   ウ 宝が池公園運動施設球技場における人工芝等の剥離、譲渡（再利用）支援等業

務委託（令和６年９月末日までに業務完了予定） 

   エ （総合評価）宝が池公園運動施設球技場人工芝改修工事（令和６年 10 月１日

から現場着手を予定） 

   オ PCB 含有塗膜除去業務（グラウンド周囲の擁壁） 

４ 適用範囲 

   本業務の遂行に当たっては、本仕様書によるほか、以下の主な法令、関係法令その

他の関係図書（本市の指示した文書を含む。）に従うこととする。 
  ・地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 
  ・建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号） 
  ・都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号） 

５ 提出書類 

   乙は、業務の各段階において、次の書面を速やかに提出しなければならない。 
  ⑴ 契約締結後 

   ア 業務計画書（業務方針、作業方法、作業工程等） 

   イ 採用するスマートロックシステム、照明設備等の概要 

   ウ 協議録その他甲が指示するもの 

  ⑵ 研修時 
   ア スマートロックシステムの使用方法に関するマニュアル 

   イ 協議録その他甲が指示するもの 

  ⑶ 業務完了時 

   ア 筐体、本体機器、電子錠及び照明設備のメンテナンス方法に関するマニュアル 

   イ 完了通知書 
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   ウ 成果物納入届 

   エ 請求書 

   オ 協議録その他甲が指示するもの 

６ 貸与品 

  ⑴ 本業務の遂行に当たり必要な資料がある場合は、契約締結後に貸与する。 
  ⑵ 乙は、本業務が完了した後又は契約が解除された後、速やかに貸与を受けた資料

を甲に返還しなければならない。 

    なお、甲から貸与を受けた資料を複写した場合においても、同様とする。 

  ⑶ 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。損傷し

た場合は、乙の責任と費用負担において修復するものとする。 

 ⑷ データの漏えい、滅失、事故等の予防に十分留意し、信頼性及び安全性を確保す

ること。 

７ 成果物 

  ⑴ 成果物は、次のとおりとする。 

   ア 筐体、本体機器、電子錠及び照明設備 

   イ 業務報告書（「５ 提出書類」に加え、設置前・中・後における本パークの写

真を添付するなど、分かりやすく取りまとめること。） 

  ⑵ ⑴イについて、製本１部及び電子媒体（CD-R 等）１部を提出すること。 

  ⑶ 筐体、本体機器、電子錠及び照明設備の所有権は甲に移転し、及び業務報告書の

著作権は甲に無償で譲渡する。 

  ⑷ 業務完了後 15 年間は乙において業務報告書の写しを保存する。ただし、甲が保

存の必要がないとして指示した場合は、この限りでない。 

  ⑸ 乙は、甲が指示した場合は、履行期間中においても成果物の部分引渡しを行わな

ければならない。ただし、事業の進捗状況等により部分引渡しが著しく困難と認め

られる場合は、この限りでない。 

 ８ 完了検査 

  ⑴ 検査日時及び検査場所は、乙から完了通知書が提出された後に調整する。 

  ⑵ 乙は成果物その他検査に必要な資料を準備し、検査日時までに甲に提出しておか

なければならない。 

  ⑶ 甲は、乙立会いのうえ、次に掲げる検査を行う。 

   ア 成果物の検査 

   イ 業務履行状況の検査（業務の状況について、協議録等により検査を行う。） 

  ⑷ 検査に合格しなかった場合は、乙は直ちに修補しなければならない。修補の期限

及び修補完了の検査については、甲の指示に従うこと。 

９ 費用負担及び委託料の支払い 

⑴ 費用負担 
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乙は、本業務を履行するに当たって必要となる備品、消耗品等の費用を負担する

こと。本業務に係る一切の費用については、本業務の委託料に含む。 
⑵ 委託料の支払い 

甲において成果物の検収が完了した後、乙からの請求により支払う。 
なお、前金払及び部分払は行わない。 

10 その他 

   本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙

両者協議のうえ、定めることとする。ただし、協議が整わない場合においては、甲が

定めるものとする。 
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